
教員免許更新制廃止以降（令和４年７月１日以降）の教員免許状の取扱いについて（フロー図）

必要な手続き

失効・有効の判別

失効休眠の判別

（旧免許のみ）

免許の有効期限

（更新した場合は、更新後の有効期限）

新旧免許区分

授与年月日 初めて教員免許状を授与されたのは、平成２１年３月３１日以前である。

修了確認期限が令和４年７月１日以降である。

有効

手続不要

修了確認期限時点に現職教員であった。

失効

免許状を返納してください。

教員として勤務する場合は、再授与申請が必要です。

有効

手続不要

所有する免許状は、「新免許」です。

有効期間の満了日が令和４年７月１日以降である。

有効

手続不要

失効

免許状の返納は不要です。

教員として勤務する場合は、再授与申請が必要です。

はい いいえ

はい

はい

はいいいえ いいえ

いいえ

所有する免許状は、「旧免許」です。


